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協会けんぽの収支見込（医療分） 

(単位：億円)

27年度 29年度

直近見込 政府予算案を踏まえた見込

(28年12月) (28年12月)

保険料収入 80,461 84,162 86,784 24-28年度保険料率： 10.00%

国庫補助等 11,815 11,905 11,357 29年度保険料率： 10.00%

その他 142 149 148

計 92,418 96,216 98,289

保険給付費 53,961 55,963 58,386

老人保健拠出金 1 0 0

前期高齢者納付金 14,793 14,885 15,525

後期高齢者支援金 17,719 17,699 18,219

退職者給付拠出金 1,660 1,093 1,125

病床転換支援金 0 0 0

その他 1,832 1,980 2,614

計 89,965 91,621 95,870

2,453 4,595 2,419 29年度均衡保険料率： 9.72%

13,100 17,695 20,113

注) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

単年度収支差

準備金残高

収入

支出

+ 640
+ 1,160

+ 520

+ 32

○29年度の単年度収支を均衡さ
せた場合の保険料率

28年度

備考
決算

拠出金対前年度比
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介護保険の平成29年度保険料率について 

介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除
したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されている。 

29年度は、28年度末に見込まれる剰余分（202億円）も含め、単年度で収支が均衡するよう1.65％
（4月納付分から変更）とする。 

※ 29年度政府予算案では、介護納付金は9,914億円と前年度比で411億円の増加の見込み。 

（参考） 
健康保険法160条16項 

 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金（日雇特例被保険者に係るものを除く。）の
額（協会が管掌する健康保険においては、その額から第153条第2項の規定による国庫補助額を控除した額）を
当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の合算額
の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。 

 各年度の介護保険料率は、次の算式により得た率を基準として、保険者が定めることとなっている。 
 
 
 介護保険料率 ＝  

介護納付金の額 － 国庫補助額等 

介護保険第2号被保険者（40歳～64歳）の総報酬額総額の見込 

1.58％から29年4月以降に1.65％へ引き上げた場合の29年度の保険料負担の影響（被保険者1人当たり、労使折半前） 

〔年額〕 2,950 円 （66,586円 → 69,536円）  の負担増 
〔月額〕     246円 （   5,549円 →   5,795円）  の負担増 

（注1） 標準報酬月額を312,333円、賞与月額を年1.493月とした場合の負担を算出したものである。 
（注2） 「年額」は29年度（12か月分）の影響額であり、「月額」については「年額」の影響を12で除したものである。 6 



協会けんぽの収支見込（介護分） 

(単位：億円)

27年度 29年度

直近見込 政府予算案を踏まえた見込

(28年12月) (28年12月)

保険料収入 7,498 7,872 8,545 28年度保険料率： 1.58%

国庫補助等 1,471 1,557 1,174 29年度保険料率： 1.65%

その他 0 0 0

計 8,969 9,429 9,719

介護納付金 8,971 9,503 9,914

その他 0 0 0

計 8,971 9,504 9,914

△ 3 △ 75 △ 195

276 202 7

注) 端数整理のため、計数が整合しない場合がある。

準備金残高

収入

支出

⇒ + 411

単年度収支差

28年度

備考
決算

納付金対前年度比
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平成29年度は、平成27年度の各支部の医療給付費等の実績 

   に基づき、新たな保険料率に見直す 

平均保険料率は10％ 

激変緩和率は5.8／10 

４月納付（３月賦課）分の保険料率から新たな保険料率に変更 

 

 １．平成29年度都道府県単位保険料率算定のポイント 
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支部毎の療養の
給付等に要する
額 
５.１１０９２％ 
【平成２８年度】 
５.０３０５７％ 

   

年齢調整 
  ０.０２１０３％ 
【平成２８年度】 
０.００９７７％ 

 

＋ 

【激変緩和措置】 
 全国平均（５.２３９８１％）と京都（５.２２２１２％）の差０.０１７６９％を５．８／１０に縮減 

            ⇒ ０.０１０２６％ 

Ａ. 支部毎の医療費に係る部分 Ｂ. 共通料率（全国一律の部分） 

健康保険法 
第160条第3項1号 

健康保険法 
第160条第4項 

所得調整 
  ０.０９０１６％ 
【平成２８年度】 
０.０８７４２％ 

健康保険法 
第160条第3項2号 

健康保険法 
第160条第3項3号 

調整後の療養の給付等に係る保険料率 
京都  ５.２２２１２％ 

【平成２８年度】京都 ５.１２７７６％ 

Ｃ. 精算の部分 

＋ 

前期高齢者納付金 
後期高齢者支援金 

退職者給付拠出金 

現金給付費 

業務経費 

一般管理費 

準備金積立て 

４.７５９９７％ 
【平成２８年度】４.８３５８２％ 

平成２９年度所要保険料率  
（激変緩和措置前、精算分除く） 

  ９.９８％ （平成２８年度 ９.９６％） 

 

平成２７年度の支部
毎の収支決算におけ
る収支差 
 
 ▲６，３４１万円 

０.００３１％ 
【平成２８年度】 
０.０１９９１％ 

都道府県単位保険料率（平成２９年度京都支部保険料率） 
 
     全国平均保険料率       全国平均保険料率      支部毎の医療費に       激変緩和率          共通料率           精算の部分 

     （共通料率を除く）  －  （共通料率を除く）  －  係る部分（京都）   ×  ５.８／１０     ＋ （全国一律の部分）  ＋   ０.００３１％  ＝ ９.９９％     
      ５.２３９８１％            ５.２３９８１％          ５.２２２１２％                          ４.７５９９７％                        【小数点第３位四捨五入】 

平成２９年度京都支部保険料率 

１ ２ 

３ 

４ 
５ 
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等 等 

※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある 



 
支部毎の療養の給付等に要する額 

 

【京都支部の場合】 

 （支部医療給付費） 
 1,046億1,770万円 

 
 （支部総報酬額） 

 2兆469億4,402万円 
 

＝ 

支部毎の療養の給付
等に要する料率 

５.１１０９２％ 
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１ 



 

年齢調整 
 

【京都支部の場合】 

年齢構成が全国平均より低い ⇒ 保険料率を上げる方向に調整される 

（平均給付費） 
1,054億1,041万円 

（標準給付費） 
1,049億7,987万円 

（年齢調整額） 
4億3,054万円 

－ ＝ 

 （年齢調整額） 
 4億3,054万円 

 
 （支部総報酬額） 

  2兆469億4,402万円 
 

＝ 

 

年齢調整率 
 

０.０２１０３％ 

【平均給付費】 
 （全国の加入者１人あたり医療費）×（京都支部加入者数の合計）  
【標準給付費】 
 （全国の各年齢階級の１人あたり給付費）×（京都支部の各年齢階級の加入者数）の合計 
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所得調整 
 

【京都支部の場合】 

所得（標準報酬月額）が全国平均より高い  
 ⇒ 保険料率を上げる方向に調整される 

全国合計給付費を総報酬按分した額 

1,072億5,602万円 
平均給付費（Ｐ11参照） 

1,054億1,041万円 
所得調整額 

18億4,561万円 － ＝ 

4兆5,455億6,885万円 
  （全国給付費） 

× 

（京都支部総報酬額） 
2兆469億4,402万円 

（全国総報酬額） 
86兆7,506億705万円 

＝ 

全国合計給付費を総報
酬按分した額 

1,072億5,602万円 

京都支部総報酬額の
全国に占める割合 

 

約2.36％ 

 （所得調整額） 
 18億4,561万円 

 
 （支部総報酬額） 

 2兆469億4,402万円 
 

＝ 

 

所得調整率 
 

０.０９０１６％ 
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 共通料率（A + B - C) 
  

4.76 % 

   A．第２号都道府県単位保険料率 4.22 % 

   B．第３号都道府県単位保険料率 0.56 % 

   C．収入等の率 0.02 % 

 第１号平均保険料率 5.24 % 

 計   10.00 % 

 ・ 共通料率（B)の第３号都道府県単位保険料率及び共通料率（C)の収入等の 

 率には、平成27年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は 

 含まれていない。 

  また、共通料率（B)の第３号都道府県単位保険料率には支部ごとの特別計 

 上分が含まれていない。 

 

共通料率 
 

 

共通料率 
 

４.７５９９７％ 
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精算の部分 
 

保険料率換算 ＝ 

支部別収支差 

支部総報酬額 

支部別収支差
（京都） 

支部総報酬額 保険料率換算 

▲6,341万円 2兆469億4,402万円 ０.００３１％ 

平成29年度保険料率算定時に 

０.００３１％ 
の保険料率引上げが必要 
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５ 

平成27年度の都道府県支部別の収支差 

平成29年度の都道府県単位保険料率の算定においては、平成27年度の都道府県支部
ごとの収支における収支差について精算する必要がある。 

当該精算額の数値がプラスの場合は収入の「その他収入に加算し、マイナスの場合は
絶対値の額を支出の「第３号経費」に加算する。 

  

（百万円） 

1 北   海   道 713 25 滋   賀 ▲85 

2 青   森 76 26 京   都 ▲63 

3 岩   手 225 27 大   阪 ▲259 

4 宮   城 126 28 兵   庫 ▲300 

5 秋   田 ▲165 29 奈   良 3 

6 山   形 ▲229 30 和   歌   山 ▲181 

7 福   島 219 31 鳥   取 ▲100 

8 茨   城 ▲240 32 島   根 ▲127 

9 栃   木 ▲166 33 岡   山 ▲125 

10 群   馬 ▲332 34 広   島 145 

11 埼   玉 44 35 山   口 61 

12 千   葉 22 36 徳   島 ▲3 

13 東   京 1,567 37 香   川 ▲117 
14 神   奈   川 526 38 愛   媛 ▲241 

15 新   潟 288 39 高   知 ▲180 

16 富   山 68 40 福   岡 267 

17 石   川 ▲18 41 佐   賀 ▲216 

18 福   井 ▲130 42 長   崎 ▲291 

19 山   梨 ▲312 43 熊   本 133 

20 長   野 ▲226 44 大   分 ▲117 

21 岐   阜 49 45 宮   崎 11 

22 静   岡 ▲58 46 鹿   児   島 ▲412 

23 愛   知 218 47 沖   縄 141 

24 三   重 ▲206 全   国   計 0 
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平成27年度決算
単位：百万円

保険料収入 190,184

その他収入（協会、国） 327

計 190,511

医療給付費（国庫補助除） 99,974

現金給付費 8,897

前期高齢者納付金等 71,714

業務経費 2,411

一般管理費 721

その他支出（協会、国） 561

準備金積立て 4,858

平成25年度の収支差の精算 371

特別計上費 0

計 189,507

1,004

1,067

▲ 63

10.02％
（10.01706％）

（但し、平成27年5月分より変更）

京都支部の平成27年度の収支　　【医療分】
（協会会計と国会計の合算ベース）

保険料率（四捨五入前）

収入

支出

単年度収支差

単年度収支差（全国の収支差を按分）

地域差分

医療給付費等地域差分

加入者一人あたり医療給付費（全国との差

分）の実績が保険料率算定時の見込みから乖

離した影響等を表す。

医療給付費等地域差分

医療給付費等地域

25年度の都道府県ごとの実績の収支差（医

療給付費の地域差分）の精算分（292百万

円）及び25年度の都道府県単位保険料率を

凍結したことに伴う精算分（79百万円）の合計。

収支差の精算
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平成29年度都道府県単位保険料率 
算定にかかる基礎データ 
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